
 

中小企業の 法的課題解決支援の ため の  

経済産業省中小企業庁と日本弁護士連合会の 連携強化につ いて 

 

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 １ ８ 日  

経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁  

日 本 弁 護 士 連 合 会  

 

経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁 と日 本 弁 護 士 連 合 会 は 、中 小 企 業 が 様 々 な 法 的 課 題 に 直 面 して い る

ことを 踏 まえ 、共 同 コミュニ ケ 「中 小 企 業 の 法 的 課 題 解 決 支 援 の た め の 中 小 企 業 庁 と日 本 弁 護 士

連 合 会 の 連 携 に つ い て 」（平 成 １９年 ２月 ６日 ）を 策 定 し、両 組 織 が 連 携 して 、弁 護 士 に よる法 的

サ ポ ー トの 促 進 に 取 り組 ん で きた ところ で あ る。 

今 般 、日 弁 連 中 小 企 業 法 律 支 援 セ ン ター （通 称：ひ まわ り中 小 企 業 セ ン ター ）が コー ル セ ン タ

ー 事 業 を 開 始 す るに 当 た り、以 下 の とお り、中 小 企 業 の 法 的 課 題 の 解 決 に より一 層 努 め ることと

す る。 

 

１．ひまわ り中小企業センター 

日 本 弁 護 士 連 合 会 は 、中 小 企 業 の ニ ー ズ に 応 え ，中 小 企 業 の 弁 護 士 へ の ア クセ ス障 害 を 解

消 す るた め 、ひ まわ り中 小 企 業 セ ン ター に お い て コー ル セ ン ター 事 業 （愛 称 ：ひ まわ りほ っ とダ イ

ヤ ル ）を 開 始 し、各 地 の 中 小 企 業 が 弁 護 士 に 対 し、債 権 回 収 、契 約 相 談 、労 使 関 係 、事 業 承 継 、

下 請 取 引 等 の 法 的 課 題 全 般 に 関 して 相 談 で きる体 制 を 整備 す る。ま た 、各 地 の 弁 護 士 会 は 中

小 企 業 の 法 的 課 題 の 解 決 支 援 に 取 り組 む 体 制 を 整 備 し、中 小 企 業 団 体 との 連 携 を 強 化 す る。 

中 小 企 業 庁 として も、中 小 企 業 に 対 して 、これ らの 取 組 み に 関 す る情 報 提 供 を 行 うとともに 、日

本 商 工 会 議 所 、全 国 商 工 会 連 合 会 、全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、財 団 法 人 全 国 中 小 企 業 取 引 振

興 協 会 等 関 係 団 体 に 対 し、各 地 で 連 携 強 化 が 図 られ るよう協 力 を 要 請 す る。 

 

２．主要な法的課題へ の 支援 

中 小 企 業 庁 は 、中 小 企 業 再 生 支 援 協 議 会 に お け る 事 業 再 生 、下 請 か け こみ 寺 に お け る 相 談 、

ＡＤ Ｒ業 務 等 、各 般 に 亘 り、中 小 企 業 の 経 営 課 題 の 解 決 を 支 援 して い る。更 に 平 成 ２２年 度 か ら

は 、中 小 企業 応 援 セ ン ター に お け る専 門 家 派 遣 、事 業 承 継 支 援 事 業 を 実 施 す ることとして い る

が 、こうした 支 援 施 策 の 政 策 的 意 義 を 高 め るた め 、弁 護 士 が 積 極 的 に 参 画 す ることを 期 待 す る。 

一 方 、日 本 弁 護 士 連 合 会 及 び 各 地 の 弁 護 士 会 は 、これ ま で も中 小 企 業 の 法 的 課 題 を 公 正 か

つ 迅 速 に 解 決 す る専 門 家 として 貢 献 して きた もの で あ るが 、引 き続 き中 小 企 業 の 支 援 施 策 の 円

滑 な 実 施 に 協 力 す るとともに 、事 業 再 生 の 専 門 人 材 の 養 成 、下 請 取 引 に 関 す る法 令 遵 守 に つ

い て の 相 談 対 応 、普 及 啓 発 等 、中 小 企 業 支 援 に 対 す る一 層 の 参 加 拡 大 に 努 め る。 

 

３．両組織の 継続的な意見交換 

中 小 企 業 庁 及 び 日 本 弁 護 士 連 合 会 は 、上 記 の 取 組 が 着 実 に 進 展 し、中 小 企 業 の 法 的 課 題

解 決 支 援 の 一 層 の 強 化 が 図 られ るよう、継 続 的 に 意 見 交 換 を 行 うもの とす る。 


